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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  これから検査を受ける方へ 

❶ 新生児マススクリーニング(先天性代謝異常症等検査)とは 
 
　先天性の病気のなかには、生後早い時期に発見しておくと、早期治療により知能の遅
れなどを防止できたり、重い症状が出るのを防ぐことができるものがあります。このよ
うな取り組みが「新生児マススクリーニング」( 別名：先天性代謝異常症等検査) で、世
界各国で行われています。日本では 1977 年に 5 つの疾患を対象として始まりました。
技術の進歩によって、更に多くの病気を対象とすることが可能となり、国の方針として
も対象を拡大することになりました。〇〇県下では現在、計20疾患を対象に行っていま
す。  
 
 
❷ 新生児マススクリーニング (先天性代謝異常症等検査) の対象疾患  
 
　新生児マススクリーニングで発見される病気は、内分泌疾患（ホルモンの異常）と、
代謝異常症（栄養素の利用の障害）に大きく分けられます。内分泌疾患としては、甲状
腺ホルモンの欠乏症（先天性甲状腺機能低下症）と副腎皮質ホルモンの欠乏症（先天性
副腎過形成症）を対象としています。代謝異常症としては、早期の食事療法や生活上の
注意が必要な合計 18 疾患を対象としています。 
　なお、赤ちゃんの検査をきっかけに、母親の病気が判明することが稀にあります。  

❶ 

内分泌疾患（ホルモンの異常） 
 

新生児マススクリーニングの対象は 2 疾患 
 
 

　１．甲状腺ホルモンの欠乏症  
　　　　　　先天性甲状腺機能低下症 
 
　２．副腎皮質ホルモンの欠乏症 
　　　　　　先天性副腎皮質過形成症 
　 
 
　 
 
 
 

代謝異常症（栄養素の利用の障害） 
 

新生児マススクリーニングの対象は 18 疾患 
 
 

　１．糖（炭水化物）の代謝異常症 
　　　　　　ガラクトース血症 
 
　２．アミノ酸の代謝異常症 
　　　　　　フェニルケトン尿症など５疾患 
 
　３．有機酸の代謝異常症 
　　　　　　メチルマロン酸血症など７疾患 
 
　４．脂肪酸の代謝異常症  
　　　　　　MCAD 欠損症など５疾患 
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  再検査または要精密検査(要精査)となった方へ 

❸ 再検査とは何でしょうか？ 
 
　〇〇県の新生児マススクリーニングでは、病気を持つ新生児を見逃さないように、検
査結果を「1. 正常」「2. 再検査が必要」「3. 要精査（病院での精密検査が必要）」の３
段階に分けて判定しています。  
　最初の検査で「1」となればそれで終了です。一方、最初の検査で基準を大きく超える
値が見られた場合は、本当にその病気に罹っている可能性が高くなるため、一刻も早く
治療を開始できるよう、再検査を省略して「3」となります。１と３の中間、つまり比較
的軽度の異常値だった場合は「2. 再検査」を実施します。再び異常値が見られた場合は
「3」となりますが、「1」となって終了となる場合も少なくなりません。できる限り病
気を見逃すことのないよう、このような安全策を採用しています。 
 
  
❹ 再検査になった場合はどうすればよいのでしょうか？  
 
　再検査はできるだけ早く受けることが望ましいので、出産された医療機関の指示に
従ってください。再検査の結果が出るまでは、精密検査のための病院を受診する必要は
ありませんが、赤ちゃんの様子に気になることがある場合は、出産された医療機関や最
寄りの医療機関（小児科など）へご相談下さい。再検査で正常と判断されれば、心配は
ありません。  
 
 
❺「要精査」とは何でしょうか？どうすればよいのでしょうか？� 
 
　「要精査」とは「すぐに病院で精密検査を受ける必要がある」という意味です。要精
査となった場合でも、病院での検査の結果「異常なし」と判断される場合も少なくあり
ません。しかし、できるだけ早く詳しい検査を受けた方がよいので、出産された医療機
関の指示に従ってください。  

❷ 

正常 

再検査 

要精査 

軽度の異常が見られましたので 
早めに再検査を受けましょう 

問題はありません 

できるだけ早く精密検査を受けましょう 

〇〇県で新生児マススクリーニングの対象としている病気について、次ページから簡単に説明しています。 
受診された病院で、担当医師による詳しい説明がありますが、それまでの参考にしてください。 
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  

1. 甲状腺ホルモンの欠乏症 
 
● 先天性甲状腺機能低下症（中枢性を含む） 
 
　のどぼとけの下にある「甲状腺」から分泌される「甲状腺ホルモン」が不足する病気
です。甲状腺ホルモンは、こどもの発達（脳が大きく育つこと）と成長（体が大きくな
ること）に重要なもので、不足の状態が続くと、歩いたりおしゃべりしたりが遅くなる、
身長が伸びない、などの症状が現れるため、早期に診断し、甲状腺ホルモンを薬として
投与して、症状を予防することが重要です。 
 
＊医学的には、甲状腺自体に問題がある病型と、甲状腺の働きをコントロールするとこ
ろに問題がある病型（中枢性）とに分類されます。中枢性の場合は他のホルモンの検査
も必要となります。 
 
  
 
2. 副腎皮質ホルモンの欠乏症 
 
● 先天性副腎皮質過形成症 
 
　腎臓の上にある「副腎」から分泌される「副腎皮質ホルモン」が不足する病気です。
副腎皮質ホルモンには「体を元気にする」作用があるので、不足の状態が続くと、十分
に哺乳できず体重が増えなかったり、重度の脱水状態になるなどの症状が現れるため、
早期に診断し、副腎皮質ホルモンを薬として投与して、症状を予防することが重要です。 
　副腎皮質ホルモンが不足すると、その影響で男性ホルモンが増加してしまいます。そ
のため、女の子の場合は、陰核（クリトリス）が大きくなるなどの症状も伴い、程度に
よって手術が必要になることもあります。  

❸ 

内分泌疾患（ホルモンの異常） 
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  糖・アミノ酸の代謝異常症 

❹ 

1. 糖（炭水化物）の代謝異常症 
 
● ガラクトース血症 
　母乳やミルクに含まれる糖（炭水化物）は、ほとんどが乳糖であり、乳糖とはガラク
トースとブドウ糖からできています。このガラクトースをうまく処理できない体質がガ
ラクトース血症で、肝臓の働きが低下したり、白内障が生じたりします。乳糖を除去し
たミルクを与えることで発症を防ぎます。いくつかの病型がありますが、生後すぐに症
状が出てくる最重症型は日本人では非常にまれです。  
  
 
2. アミノ酸の代謝異常症 
 
● フェニルケトン尿症 
　フェニルアラニンというアミノ酸がうまく処理できない病気です。血液中ではフェニ
ルアラニンの濃度が高くなりますが、尿にはフェニルケトンという物質が増えるので、
フェニルケトン尿症と呼ばれています。 
　血中フェニルアラニン濃度が高い状態が続くと、知能の発達に遅れが現れるため、
フェニルアラニンを除去したミルクを使った食事療法で予防します。一部の患者さんに
は、フェニルアラニンの処理を助ける薬を服用する治療が有効です。 
 
● メープルシロップ尿症 
　ロイシン・イソロイシン・バリンという３種類のアミノ酸がうまく処理できない病気
です。この病気の場合、尿の臭いがメープルシロップに似ているため、このように呼ば
れます。これらのアミノ酸の血中濃度が高い状態が続くと、知能の発達が遅れたり、時
に急な体調不良（嘔吐・意識障害など）が現れたりするため、除去したミルクを使った
食事療法で予防します。  
 
● ホモシスチン尿症 
　メチオニンというアミノ酸の処理過程で生じるホモシステインというアミノ酸がうま
く処理できない病気です。血中ホモシステイン濃度が高い状態が続くと、知能の発達が
遅れたり、てんかんや血栓症などが現れたりするため、メチオニンを除去したミルクを
使った食事療法で予防します。  
 
● シトルリン血症１型・アルギニノコハク酸尿症 
　これらは、アミノ酸を利用するときに生じる「アンモニア」の分解ができない疾患で
す。アンモニアは有毒で、血中濃度が上昇すると、知能の発達が遅れたり、時に急な体
調不良（嘔吐・意識障害など）が現れたりするため、タンパク質を除去したミルクを与
えたり、アンモニアを処理する薬を服用するなどの治療で予防します。  

-13-
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  有機酸の代謝異常症 

3. 有機酸の代謝異常症 
 
　有機酸とは、アミノ酸を体内で処理するときにできる酸性物質の総称で、病気の原因
となる有害なものが数多く知られています。元になるアミノ酸を除去したミルクを与え
たり、増加した有機酸の尿中への排泄を促進する薬（カルニチン）を服用するなどの治
療で、発病を予防します。 摂取カロリーが不足すると急な体調不良（嘔吐・意識障害な
ど）の誘因となりやすいため、感染症などの際には糖分を含んだ点滴も行われます。 
 
● メチルマロン酸血症・プロピオン酸血症 
　どちらもイソロイシン・バリンというアミノ酸の処理過程で生じる有機酸が体内に増
加する病気で、互いによく似た特徴を持つものです。知能の発達や体の成長が遅れたり、
時に急な体調不良（嘔吐・意識障害など）が現れるなどの症状を示します。 
 
● イソ吉草酸血症 
　ロイシンというアミノ酸の処理過程で生じる有機酸が体内に増加する病気です。急な
体調不良（嘔吐・意識障害など）で発症しますが、それを予防すれば、知能の発達や体
の成長が遅れることはないと考えられています。  
 
● メチルクロトニルグリシン尿症 
　ロイシンというアミノ酸の処理過程で生じる有機酸が体内に増加する病気です。感染
症などをきっかけに急な体調不良（嘔吐・意識障害など）が現れることがありますが、
大部分の人は知能の発達や体の成長が遅れることはないと考えられています。 
 
● ヒドロキシメチルグルタル酸血症（HMG 血症） 
　ロイシンというアミノ酸の処理過程で生じる有機酸が体内に増加する病気です。強い
低血糖を伴う急な体調不良（嘔吐・意識障害など）で発症しますが、それを予防すれば、
知能の発達や体の成長が遅れることはないと考えられています。  
 
● 複合カルボキシラーゼ欠損症 
　プロピオン酸血症とメチルクロトニルグリシン尿症に共通して必要なビタミンである
「ビオチン」がうまく利用できないために起こる病気です。知能の発達や体の成長が遅
れたり、治療しないと時に急な体調不良（嘔吐・意識障害など）が出たり頑固な湿疹が
現れるなどの症状を示します。患者さんの多くは、ビオチンを薬として服用することで
予防できます。 
 
● グルタル酸血症１型 
　リジン・トリプトファンというアミノ酸の処理過程で生じる有機酸が体内に増加する
病気です。治療せず放置されると中枢神経系への影響による運動機能障害が徐々に出て
進行したり、感染症などをきっかけに急激に悪化することがあります。 

❺ 
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  脂肪酸の代謝異常症 

4. 脂肪酸の代謝異常症 
 
　脂肪酸は重要なエネルギー源であり、脂肪酸が利用できない疾患では、長時間空腹が
続いたり、発熱や嘔吐を伴う感染症に罹ったりすると、急にエネルギー不足となり、
ぐったりして重度の体調不良（血糖値が下がる、筋肉がダメージを受ける）をきたしま
す。 
　体脂肪や食品中の動植物性脂肪に含まれる脂肪酸は、長い鎖状の形をしており、これ
を端から少しずつ切っていくことでエネルギーが取り出されます。それが障害される部
位によって、以下のような疾患に分類されます。  
 
● MCAD 欠損症 
　中くらいの長さの脂肪酸が十分に利用できない病気です。乳幼児期に低血糖を発症し
やすく、哺乳や食事の間隔を開けすぎないこと、感染症などで十分に飲食できない時に
は、早めに糖分を含んだ点滴を受けることが重要です。 
 
● CPT1 欠損症 
　長鎖の脂肪酸が十分に利用できない病気です。乳幼児期に低血糖を発症しやすく、哺
乳や食事の間隔を開けすぎないこと、感染症などで十分に飲食できない時には、早めに
糖分を含んだ点滴を受けることが重要です。中鎖の脂肪酸は利用できるので、これを多
く含むミルクを与える治療も行われます。 
 
● CPT2 欠損症・VLCAD 欠損症・三頭酵素 (TFP) 欠損症 
　長鎖の脂肪酸が十分に利用できない病気です。乳幼児期に低血糖を発症しやすく、哺
乳や食事の間隔を開けすぎないこと、感染症などで十分に飲食できない時には、早めに
糖分を含んだ点滴を受けることが重要です。中鎖の脂肪酸は利用できるので、これを多
く含むミルクを与える治療も行われます。 
　これらの病気は、エネルギー不足によって筋肉のダメージも生じるため、その程度に
よっては、激しい運動を控えることが必要になる場合もあります。 

❻ 
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○○県の新生児マススクリーニングについて 
　（先天性代謝異常症等検査） 

 
  事業の実施体制 

（＊参考として神奈川県版を例示） 

❼ 

お問い合わせ先 

神奈川県… 
 
横浜市… 
 
川崎市… 
 
相模原市… 
  

　神奈川県では自治体としての県、横浜市、川崎市および相模原市が歩調を合わせ協力して、統一的シ
ステムのもとに新生児マススクリーニング事業が実施されています。神奈川県の4自治体がそれぞれの行
政区画毎に独自のシステムで事業を実施すると、県民・市民にスクリーニング上で大きな不都合を招く
恐れがあるからです。そこで、神奈川県下で出生した新生児が、行政区画毎にとらわれる事なく同じシ
ステムのもとにマススクリーニング検査を受けられるようになっています。 

産科・助産院 

  採血して検査を依頼します。 
  再検査、精密検査の指導を行いま

す。 

検査機関 

  検査を実施し、結果を産科医療機関
に報告します。 

精密検査協力病院 

県・市・医師会 (先天性代謝異常対策委員会) 

  精密検査の受診の勧奨・指導をします。 
  受検者数や発症者数を把握して、              

事業を評価します。 

  精密検査と患児の治療をします。 

-16-



 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
	

	

10 	

2
7 	

	

 
 

 
NBS

	

	

NBS

 
  NBS

	

	

	

NBS
	

   
	NBS

	 	

	

	

	 NBS

 

 
 

	

10 	

	 	 	 	 	

	 	

	

	 	

 
 

 
  
	

	

 
 

	 	

 

-17-



�

�

	 	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

 
 10
9 	

	

	

	

 
 

 

10

 
 

 

    
    
   

   
    
    
  

 
  

 

 
https://www.douyakken.or.jp/cgi
-bin/index.pl?page=contents&vi
ew_category_lang=1&view_cate
gory=1043 

 
 

https://www.city.sapporo.jp/eike
n/org/health/newborn/appli.html 

 
 

https://www.pref.aomori.lg.jp/lif
e/family/senntennseitaishaijou.
html 

 
 

https://www.pref.iwate.jp/kuras
hikankyou/kosodate/shien/boshi
hoken/1003359.html 

 
 

https://www.pref.miyagi.jp/soshi
ki/kodomo/tandem-ms.html 

 
 

https://www.pref.fukushima.lg.j
p/sec/21035b/senten-taisha.html 
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各 都道府県 母子保健主幹部（局）御中 

  政令都市 

 

成育医療研究開発費「自治体の枠を超えた新生児マススクリーニングの標準化・効率化に関する研究」 

主任研究者 但馬 剛（国立成育医療研究センター・マススクリーニング研究室・室長） 

分担研究者 窪田 満（国立成育医療研究センター・総合診療部・統括部長） 

 

先天性代謝異常等検査事業（新生児マススクリーニング）における 

「説明・同意書の記載内容の標準化」に関するご協力のお願い 

 

 わが国の先天性代謝異常等検査事業（新生児マススクリーニング）は、1977 年度から国の事

業として開始された後、2001 年度からは一般財源化されて自治体事業となっています。当初 6

疾患だった検査対象は現在、20 疾患に拡大していますが、個々の疾患頻度は非常に低いため、

自治体単位での患者数は非常に少なく、事業の有用性検証と質的向上のために、発見患者情報を

全国的に集約する方法・枠組みの構築が望まれます。 

 また、スクリーニング検査を終えた新生児血液濾紙検体は、長期間に亘る保存が可能であり、

わが国で生まれた子供たちを網羅する貴重な生体試料と言えるものです。これを一定期間保管

し、各種の研究倫理関連法令に則って利用することができれば、スクリーニング検査技術の開発

や、子供たちの医療・保健の向上などに役立つものと期待されます。 

 これらの点に関する各自治体の対応は様々です。そのため、まず、貴自治体の新生児マススク

リーニング検査の説明・同意書を調査させていただきたく、御協力お願いできませんでしょうか。

説明・同意書は、最後に書かせていただきましたメールアドレスまで、Microsoft Wordか PDFな

どのファイルで送って頂ければと思います。まずは、貴自治体の新生児マススクリーニング検査

の説明・同意書を見せていただき、現状を把握したいと考えております。その後、新生児マス  

スクリーニング事業は各自治体が実施主体となって行っている事業であることを明記した上で、

以下のような項目が記載されるように提案申し上げることができればと考えております。 

 

・ 〇〇（自治体名）では、新生児マススクリーニングで要精密検査となった赤ちゃんの追跡調

査を行ないます。精密検査病院の協力によって、本当に病気が確認されたか、そうであれば

早期発見によって健康に育っているか、などを調べます。この調査を続けることで、新生児

マススクリーニングをよりよいものにしていくことが可能となります。 

 

・ 残った検体は〇年間保存し、スクリーニング検査の改善や、母子保健・疾病予防の向上など

のために利用させていただく可能性があります。具体的には、個々の利用目的ごとに、医学

倫理や個人情報保護等に関する法令に従って可否が決定され、実施に際しては拒否の機会が

適切に提供されます。〇年間保存させていただいた後は、個人情報が特定できない形で廃棄

させていただきます。 

 

 上記を踏まえた原案を作成できましたら、それを貴自治体の「新生児マススクリーニング連絡

協議会」での議論に付して、ご検討願えますでしょうか。 

 ご多忙のところ恐れ入りますが、まずは、貴自治体の新生児マススクリーニング検査の説明・

同意書の調査、収集に関しまして、ご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し

上げます。 

 

連絡先：分担研究者 窪田 満（関東甲信越担当） 

国立成育医療研究センター総合診療部 

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1 

TEL.03- 3416-0181 / FAX.03- 5494-7505 

E-mail:kubota-mt@ncchd.go.jp 

別紙 1 資料1

-21-



様式１（表） 

 

先天性代謝異常等検査のお知らせ 
 

東京都では、赤ちゃんの病気の早期発見・早期治療のためにフェニルケトン 
尿症など先天性代謝異常等の病気の検査を行っています。 

これらの病気は、心身の発達に必要なある種の酵素が生まれつき欠けていた 
り、ホルモン合成の異常が原因でおこるものです。 

また、これらの病気は、放置していると心身の発達の妨げとなりますが、早 
期に発見し治療することで発症を防ぐことができます。 

下記の内容をよくお読みになり、ぜひ検査をお受けください。 
 

◆どのような検査ですか？ 

生後５日から７日（生まれた日を１日とする。）の赤ちゃん（新生児）の足 
の裏からごく少量の血液を採って検査します。 

 
◆検査の対象となる疾患はどのような疾患ですか？ 

 検査の対象となる疾患は、次の２０疾患です。 

  ＜アミノ酸代謝異常＞ 

   フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症（楓糖尿症）、ホモシスチン尿 
症、シトルリン血症１型、アルギニノコハク酸尿症 

  ＜有機酸代謝異常＞ 

   メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、イソ吉草酸血症、メチルクロト 
ニルグリシン尿症、ヒドロキシメチルグルタル酸血症（HMG 血症）、複合カ 
ルボキシラーゼ欠損症、グルタル酸血症１型 

  ＜脂肪酸代謝異常＞ 

   中鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症（MCAD 欠損症）、極長鎖アシル CoA 
  脱水素酵素欠損症（VLCAD 欠損症）、三頭酵素/長鎖３－ヒドロキシアシル 

CoA 脱水素酵素欠損症（TFP/LCHAD 欠損症）、カルニチンパルミトイルト 
ランスフェラーゼ－１欠損症（CPT－１欠損症）、カルニチンパルミトイルト 
ランスフェラーゼ－２欠損症（CPT－２欠損症） 

  ＜糖質代謝異常＞ 

   ガラクトース血症  
＜内分泌疾患＞ 

 先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎過形成症 

別紙2；東京都資料2；東京都
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様式１（裏） 

 
◆検査の費用負担はどのようになっていますか？ 

都内の医療機関で出産し、検査をお受けになる場合は、検査の費用は東京都 
が負担しておりますので無料となります。ただし、医療機関で行う採血にかか 
る費用(採血料)は保護者の方の負担となりますので御了承ください。 
 

◆検査を受けるにはどうすればいいですか？ 

採血は出産された医療機関で行い、検査は専門の検査機関で行います。 
都内で出産し、検査をお受けになる場合は、出産された病院に用意してある 
「先天性代謝異常等検査申込書」に必要事項を記入の上、出産予定の医療機関 
へ提出してください。 

 
◆結果はいつごろ判りますか？ 

検査の結果は、採血してからおおむね１週間以降に採血をした医療機関に報 
告されますので、保護者の方は医療機関で検査結果を確認してください。 

 
 ◆検査の結果、精密検査が必要と診断された場合はどうすればいいですか？ 
精密検査が必要となった場合は、お住まいの区市町村の保健センター等で 
「乳児精密健康診査受診票」の申請の上、医療機関で受診してください。 

なお、上記の「乳児精密健康診査受診票」を発行するために、東京都から区 
市町村へ精密検査を必要とする方の検査結果を提供しています。お住まいの区市

町村の保健所、保健センター等から、保護者の方へ直接御連絡する場合がありま

すので御了承ください。 
また、精密検査が必要となった場合は、自己負担が生じる場合がありますので

御了承ください。 
 

 
 

◆ お問い合わせ先 ◆ 

 

この「先天性代謝異常等検査のお知らせ」の内容について、御不明 
 な点がありましたら、東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母 
子保健担当までお問い合わせください。 

 
電話０３（５３２０）４３７２（直通） 
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別紙 2；神奈川県 

��??ĭ??°??Ī

È¯�ś£�Ŏ

Öp÷ĭ°Ī ��??�ĭ?�?°??�ĪFēCâG

L²Æ~¿UÙ�F¬	�Ù�GM

ŃpÓŎ

FĈŀ????G

łºÚÓŎ

·ÞàFŞŗûÞàG

JŒTÃ}cûK íĨý³±¼�ś§ł±�śĻ±¼ćï� ����	������

²ÆìÄĪ ĭ???°???Ī

Öp÷ĭ°Ī ĭ???°???Ī?F�ē�C�â�G

ŃpÓŎ

È¯�ś£�Ŏ

ġşıÂ

ûĠôčÛ�éģ²ÆìÄá

HûĠôčÛ�éģ²ÆpWĔycI~ħtř�a@

ĥ�Teasaepk	�Ù�p²Æ~ìaÄtsbA

d�p�Ċ
FOÙ�G

"=8$-�(¯ä��ûĠô¾ëÿ£ĮĚ�ä�ėóô~�u�
ûĠôļñ�«õä

?Nĥ�anTèÃkShjv@WÍnmkķŘ�~Ý]{^lq�úSzsc�A
??se@The�ĥ�ajvğ�b{^lYkZsbA

?N^p²Æ~¡ņ`|{èÃq@�pHûĠôčÛ�éģ²ÆìÄáIoĳŖÕÁ
??~¥īpç@�ś£�oĜßaj[f`TA

?NíĨý³�p�ś£�kßÍ`|{èÃq@�ś£�àÊĕpĢĦĹ³seqö
??ŝÑěĢÐoWŒTÃ}c[f`TA
?N¸ðêńpłºoiTjDÅ�@_ĜßęZsaeÓŎģp¸ðêńq@ŉ²Æ
??pőĝ��oqÏŕTeasc�A

ûĠôčÛ�éģ²ÆpWĔyc

Ŕ£ÎčÛ�é
FQÙ�G

2�.:%-<Ĭä��6�2>:';�2>Ĭä��37'(,<Ĭä��'-:9<¯ä�ª
�:#=./&0$ÎĬä

6,:4;<Î¯ä��2>;1>!<Î¯ä�� *¦ąÎ¯ä
6,:$;-.:$=9'<Ĭä��1-=;#'6,:$=:+:Î�����¯ä
ĽÃ":3=#'8�)=ĉäB$=:+:Î¯ä�ª

���ÎčÛ�é
FPÙ�G

ÔŇÎčÛ�é
FPÙ�G

ėÇ�':���ĐòĂÀĂ������ĉä
¨ĘÇ�':���ĐòĂÀĂ�������ĉä
ÌĤÀĂ������ĘÇ
�1-=;#'�':���ĐòĂÀĂ�������ĉä
":.,<0>:5- :-8<(2�8�)=��������ĉä
":.,<0>:5- :-8<(2�8�)=�	����	�ĉä

ú

z

Ü

z

þ

�������ĬänmpûĠôčÛ�éģpùgw�q@÷s|e×qā[±
¼o´VjvĞúnČ�~lynTlîċæ�xįďpĖ|Yį÷aez@×oq
÷ŏp µo`y`|{èÃvSzsbA

aXa@^|ypĵ¤qă¢oį´a@ĞúnØś~Ĉ]|ræ�nmpį÷~

ŋĀoň\^lYkZsbA
íĨý³C�ĶÐCýËÐCĄŐ¶Ðkq@�Ĵ¥Ép	�Ù�p²Æ~¿hjT

sbA²Æq÷¹PERĪoùgw�pXXlXyãŜp¯�~ÈÜa@²Æ£�
oĆĸaj¿TsbA²Æp®�@Ŋ�øŌ²Æ~ĳŖlİĒ`|eèÃq@üœ
p�ś£�o_å�TeasbA

^p²ÆoŖb{ĲŕqĎZ[Ŀ]j@²ÆŚlÈ¯Śo©ŁkZsbAdpĩ@
²ÆŚqōŚF»ĲĺđGkbY@È¯ŚqłºÚpŅXyÈ¯b{�ś£�oÒ
ľhjTef[^lonzsbA

ûĠôčÛ�éäģ²ÆìÄáF½VG

資料2；神奈川県

-24-



 

アミノ酸代謝異常
（5疾患）

フェニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、
ホモシスチン尿症、シトルリン血症１型、
アルギニノコハク酸尿症

メチルマロン酸血症、プロピオン酸血症、
イソ吉草酸血症、メチルクロトニルグリシン尿症、
ヒドロキシメチルグルタル酸血症、
複合カルボキシラーゼ欠損症、グルタル酸血症１型

中鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素欠損症、
極長鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素欠損症、
三頭酵素/長鎖3‐ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素欠損症、
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ‐１欠損症、
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ‐２欠損症

☆検査対象疾患について

内 分 泌 疾 患
（２疾患）

糖 質 代 謝 異 常
（１疾患）

脂肪酸代謝異常
（5疾患）

有機酸代謝異常
(7疾患)

先天性甲状腺機能低下症、  先天性副腎過形成症

ガラクトース血症

※上記以外の病気が見つかる場合もあります。

　出産予定の医療機関または出産を予定している都道府県・政令指定都市の

母子保健担当課にご確認ください。都道府県・政令指定都市により、検査方法や

対象疾患・費用負担等が異なる場合があります。

　検査後1～2週間で結果が判明します。1か月健診などの機会に確認して
ください。
　再検査や精密検査が必要な場合は、医療機関から連絡がありますので必ず
受けてください。
　精密検査結果について医療機関や健康福祉センター（保健所）から確認のため、
連絡させていただく場合があります。

☆千葉市及び千葉県外の病院で出産される場合は

☆検査結果は

【問合せ先】　  千葉県健康福祉部児童家庭課　 043－223-2332

K

天

児の生年月日　　　　　　年　　月　　日

性　　　　　別　　　 男    ・    女

産婦 （母） 氏名

連 絡 先 住 所 　 〒　　 　－
　　　　　

電　話　番　号　　　　　－　　　　－

　生まれつき体の中の栄養素を代謝するしくみや、ホルモンを作るしくみに異常があ

り、意識障害やけいれんなどの症状を引き起こし、知能障害などの障害を残すことがあ

る病気です。

　検査を受けて早期発見ができれば、食事療法や薬剤の投与等の治療により、病気の

発症や重症化予防が可能です。

　ただし、まれに、この検査で発見できない場合や、結果がわかる前に発症してしまう

病気があります。

　千葉県では先天性代謝異常の18疾患と先天性甲状腺機能低下症、先天性副腎

過形成症の20疾患の早期発見を目的に検査を行っています。

先天性代謝異常等検査申込書
年　　月　　日

　私は、 左記の検査のお知らせを読み、 検査を受ける
ことに同意しましたので、 検査を申し込みます。

（日中連絡がつく連絡先を記入してください）

先天性代謝異常等検査のお知らせ

☆先天性代謝異常等の検査を行う病気は

（詳細は裏面を参考にしてください）

★ 裏面もご覧ください。

☆検査の受け方は
　出産した医療機関等で日齢4～6日目（生まれた日を0日と数えます）に赤ちゃんの

足の裏から少量の血液をとって検査します。検査は、委託検査機関で行います。

　右ページの申込書を記入して、医療機関に申し込みをしてください。

☆検査の費用は
　検査料は千葉県（※千葉市を除く）が負担します。ただし、採血料は自己負担とな

ります。

   また、精密検査が必要となった場合の費用は保険診療（一部自己負担）になります。

☆個人情報保護について
　検査の実施や追跡調査などで得られた成果は、研究目的で利用することや学会・論

文で発表することはありますが、赤ちゃんの名前などの個人情報を公表することはな

く、ご本人とご家族のプライバシーは厳密に守られます。

き

り

と

り

線

K

天
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茨 城 県 

先天性代謝異常等検査のお知らせ 
茨城県では，生まれて間もないすべての赤ちゃんを対象として，先天性の病気の早期発見のた

めの先天性代謝異常等検査を行っています。平成30年4月1日から，検査対象疾患を追加して，

以下の20疾患の検査を実施しています。 
 

先天性代謝異常等検査の対象となる病気 

病気の名前 どの様な病気か 

アミノ酸代謝異常 

フェニルケトン尿症，メープルシロップ尿症， 

ホモシスチン尿症， 

シトルリン血症１型，アルギニノコハク酸尿症 

ミルクや母乳に含まれてい

るタンパク質などの栄養素

を適切に利用することがで

きないため，赤ちゃんの体調

を悪くしたり，成長発達に影

響を及ぼしたりする可能性

のある病気です。 

有機酸代謝異常 

メチルマロン酸血症，プロピオン酸血症， 

イソ吉草酸血症，メチルクロトニルグリシン尿症， 

ヒドロキシメチルグルタル酸血症（HMG血症）， 

複合カルボキシラーゼ欠損症，グルタル酸血症１型 

脂肪酸代謝異常 

中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症（MCAD欠損症）， 

極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症（VLCAD欠損症） 

三頭酵素/長鎖3-ヒドロキシアシルCoA脱水素酵素 

欠損症（TFP/LCHAD欠損症） 

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ1欠損症 

（CPT1-欠損症） 

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2欠損症 

（CPT-2欠損症） 

糖質代謝異常 ガラクトース血症 

内分泌疾患 先天性副腎過形成症，先天性甲状腺機能低下症 

副腎皮質ホルモン，甲状腺ホ

ルモンが不足する病気です。

不足しているホルモンを薬で

補うなどの治療が必要です。 

 
これらの病気は， 早期発見・治療することが発症の予防につながります。一方，病気によっては最重症

の場合には検査を受ける前に発症したり，治療が難しい場合もあります。その場合でも早期の診断により

障害の程度を軽くする効果が期待できます。 
 

検査の申込みについて 

 県内の医療機関で出産し，検査を希望する場合は「先天性代謝異常等検査申込書」に必要事項をご記入の

うえ，出産した医療機関へ提出してください。 

 

検査の方法について 

 出産した医療機関において，日齢４～６日（出生当日は日齢０日と数えます）の赤ちゃんの「かかと」か

らごく少量の血液を採取し，専門の検査機関にて検査を行います。 

出生体重が 2,000g 未満の赤ちゃんには再検査のご案内をさせていただきます。 

 

検査費用の負担について 

  検査費用は，無料です。 
（県内の医療機関で出産し検査を受けた場合は，検査の費用は茨城県が負担しております） 
なお，医療機関で行う採血にかかる費用（採血料）は，保護者のご負担となります。 
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茨 城 県 

検査申込みにあたっての注意 

 ① この検査では，まれに疾患を発見できない場合や，お子さんが生まれてすぐに発症した場合，検査が

間に合わない場合があります。 

② 検査のためにいただいた個人情報は，本検査の目的以外には使用しません。ろ紙に採血した血液等は，

３年間保存させていただいた後，個人情報が特定されない形で廃棄いたします。 

 ③ 再検査や精密検査となった場合は，お住まいの市町村を管轄する保健所，保健センターへ連絡させて

いただく場合があります。 

 

検査結果について 

   検査の結果は，採血してから概ね２週間後に採血を行なった医療機関に報告されます。 

保護者の方には，医療機関から検査結果をご連絡いたします。１か月健診などでご確認ください。 
検査結果は「正常（異常なし）」「再検査」「要精密」の３つの区分でお知らせいたします。 

 
              今回の検査では異常は認められませんでした。 

 
 
              念のためもう一度検査を受けてください。 
               出産した医療機関から再採血のご案内があります。 

 
              なるべく早く精密検査を受けましょう。 
               要精密となった場合でも，専門の医療機関での検査で異常なしと判断される場合も

少なくありません。しかし，なるべく早くに詳しい検査を受けた方がよいので，出

産された医療機関とご相談のうえ専門の医療機関を受診してください。 
 

もし異常が見つかったときは 

  精密検査の結果，病気と診断された赤ちゃんは，専門医の診察を受け，必要に応じて治療や生活の 

指導を受けてください。また，医療費の助成制度（小児慢性特定疾病）がありますので，お住まい 

の市町村を管轄する保健所にお問合せください。 

（※）令和２年４月１日より水戸市が中核市へ移行したため，水戸市の方は水戸市保健所へ 

お問合わせください。 

保健所名 電話番号 管轄市町村 

中央保健所 ０２９－２４４－２８２８ 笠間市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町 

ひたちなか保健所 ０２９－２６５－５６４７ 
常陸太田市，ひたちなか市，常陸大宮市，那珂市  

東海村，大子町 

日立保健所 ０２９４－２２－４１９２ 日立市，高萩市，北茨城市 

潮来保健所 ０２９９－６６－２１１８ 鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市 

竜ヶ崎保健所 
０２９７－６２－２１７２ 龍ヶ崎市，取手市，牛久市，守谷市，稲敷市，美浦村，阿見町 

河内町，利根町 

土浦保健所 ０２９－８２１－５３９８ 土浦市，石岡市，かすみがうら市  

つくば保健所 ０２９－８５１－９２９１ 常総市，つくば市，つくばみらい市  

筑西保健所 ０２９６－２４－３９１４ 結城市，下妻市，筑西市，桜川市，八千代町 

古河保健所 ０２８０－３２－３０２１ 古河市，坂東市，五霞町，境町  

水戸市保健所（※） ０２９－２４３－７３１１ 水戸市 

正常（異常なし） 

要精密 

再検査 
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令和元(201９)年 10 月改訂版 
 

 
 

 
栃木県では、生後 4～６日のすべての赤ちゃんを対象に、先天性代謝異常等検査を行っています。 

見かけは元気な赤ちゃんでも、生まれつき病気を持っていることがあります。また、病気の中には、 

早期に発見し、治療を行うことで、知能や発育等の障害を防ぐことができる病気もあります。 

先天性代謝異常等検査は、このような生まれつきの病気を症状が出る前に発見し、適切な治療を行う

ために大切な検査です。 

赤ちゃんのために、ぜひ検査をお受けください。  

 

 

  検査の対象となる病気は、以下の 20 疾患です。 

 

 

 

申込書は産科医療機関・助産所に用意されています。申込書に必要事項を御記入の上、出産した医

療 

機関等に提出してください。 

 

 
 

 

産科医療機関・助産所で、生後４～６日（出生日は０日と数えます。）の赤ちゃんのかかとから、ごく

少量の血液を検査ろ紙に採取し、専門の検査機関（公益財団法人栃木県保健衛生事業団）に送り、検査

を行います。 

 

 

 
検査の費用は栃木県が負担しますので無料ですが、採血に必要な費用は自己負担となります。 

 

 

  

病気の区分 どんな病気か 

アミノ酸代謝異常症 

（５疾患） 

アミノ酸は蛋白質をつくる原料となる栄養素です。代謝の不具合により、アミ

ノ酸が分解されず、嘔吐や知能障害を起こすことがあります。 

有機酸代謝異常症 

（７疾患） 

有機酸は蛋白質を処理するときにできる物質の総称です。有機酸が体内にたま
ることで、重度の体調不良を起こすことがあります。 

脂肪酸代謝異常症 

（5 疾患） 

脂肪酸は、脂肪の成分であり、人間ではエネルギーの貯蔵庫として重要な役割

を持っています。脂肪酸の利用がうまくいかないことで、空腹時などに重度の

体調不良を起こすことがあります。 

糖代謝異常症 

（１疾患） 

母乳やミルクに含まれるガラクトースをうまく処理できないために、発達の遅

れや白内障などを起こすことがあります。 

内分泌代謝異常症 

（２疾患） 

副腎皮質ホルモンや甲状腺ホルモンが不足するために、発育の遅れなどを起こ

すことがあります。 

１ 検査の対象となる病気 

 

２ 検査の申し込み方法 

１ 検査の対象となる病気 

３ 検査の方法 

 

４ 検査費用 
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検査結果は、約２週間で判明し、異常がない場合は 1 か月健診などで産科医療機関・助産所から 

お知らせいたします。 

再検査や精密検査が必要な場合は、結果が判明次第、産科医療機関・助産所を通じて御連絡 

いたします。 

 なお、緊急に対応を要する場合は、検査機関から直接御連絡する場合がございますので、御承知お

きください。 

 

 

 

  
医療費の助成制度（小児慢性特定疾病医療費助成制度）がありますので、主治医に御相談ください。 

 

 

 

(1) 検査対象の病気は、治療法があり、適切な治療を受けることによって、多くの赤ちゃんは健康に

発育しますが、この検査では、お子さんが生まれてすぐに発症した場合は、検査が間に合わない場

合があります。また、まれに対象疾患以外の疾患が見つかることがあります。 

(2) 県では、精密検査や治療が必要となった赤ちゃんが速やかに検査等を受けられるよう、産科医療

機関、精密検査医療機関、専門のコンサルタント医師、保健師が連携を図り支援に努めています。   

このため、要精密検査となった場合は、検査結果をお住まいの市町や県健康福祉センターへ情報

提供させていただきます。 
 

(3) 検査のためにいただいた個人情報は、本検査の目的以外には使用いたしません。ろ紙に採血した

血液は、２年間保存させていただいた後、個人情報が特定できない形で廃棄させていただきます。 

 

● 先天性代謝異常等検査に関するお問合せ先 

  栃木県保健福祉部こども政策課母子保健担当    電話番号 028-623-3064 

● 相談窓口  

保健師が随時相談をお受けしておりますので、御心配なことがありましたら御相談ください。 

 

再 検 査 
最初の検査で、確実に正常と判断できない場合に、念のためもう一度行う検査です。 

出産した医療機関・助産所でもう一度採血して検査を受けましょう。 

精密検査 

病気の疑いがある場合に、病気かどうかを正確に診断するために行う検査ですが、精密検

査の対象になった赤ちゃんが、全て病気であると診断されるわけではありません。 

産科医療機関等とよく御相談の上、速やかに専門の医療機関で検査を受けましょう。 

窓     口 管 轄 市 町 電話番号 

宇都宮市子ども家庭課 宇都宮市 028-632-2388 

県西健康福祉センター 鹿沼市・日光市 0289-62-6224 

県東健康福祉センター 真岡市・芳賀町・市貝町・茂木町・益子町 0285-82-2138 

県南健康福祉センター 
小山市・栃木市・下野市・上三川町・壬生

町・野木町 
0285-22-0488 

県北健康福祉センター 

大田原市・那須塩原市・那須烏山市・さく

ら市・矢板市・高根沢町・塩谷町・那珂川

町・那須町 

0287-22-2259 

安足健康福祉センター 足利市・佐野市 0284-41-5895 

５ 検査結果について 

６ 病気と診断されたら 

７ 検査を申し込むにあたって御理解いただきたいこと 
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◆申し込みにあたってご理解頂きたいこと

　　・検査のために頂いた個人情報は、本検査の目的以外には使用しません。

　　・まれに、お母さんやお父さんの隠れた病気を見つけてしまうことがあります。

　　・精密検査が必要となった場合、県内の専門医療機関をご紹介いたします。

　　　また、受診にあたっての相談支援のため、お住まいの保健所へ連絡をさせて頂きます。

山梨県

脂肪酸代謝異常症

中鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素(MCAD)欠損症、極長鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素(VLCAD)欠損症、三頭酵素

(TFP)/長鎖3-ヒドロキシアシルＣｏＡ脱水素酵素(LCHAD)欠損症、カルニチンパルミトイルトランスフェラー

ゼ1(CPT1)欠損症、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2(CPT2)欠損症

糖代謝異常症 ガラクトース血症

内分泌代謝異常症 先天性副腎過形成症、先天性甲状腺機能低下症

　出産した医療機関等で日齢４～６日目（生まれた日は0日と数えます）の赤ちゃんのかかとから少量の血液をとって検

査機関へ送付し検査します。申込書に必要事項をご記入の上、出産する医療機関へ提出して下さい。

　検査料は山梨県が負担しますが、採血料は自己負担となります。

　検査後約2週間で結果が判明し、採血した医療機関を通じてお知らせします。

　再検査や精密検査が必要となった場合には、採血した医療機関から連絡がありますので、

　必ず早急に受けましょう。

　また、精密検査の声かけや、結果の確認などお住まいの保健所からも連絡をさせて頂きますので、

　申込書の連絡先は必ずご記入下さい。

　　・この検査では、まれに疾病を発見できない場合や、お子様が生まれてすぐに発症した際には、

　　　検査が間に合わないことがあります。

　　　採血ろ紙は、検査終了後、１年間各検査機関にて保存されます。

　　　また、保護者の方の同意を得た上で、他の病気の検査に使用されることがあります。

　　以上のことに同意いただける場合は、
　　　　別紙「先天性代謝異常等検査申込書」に必要事項を記入の上、
　　　　出産した医療機関へ提出して下さい。

　　　　　　　赤ちゃんの健康のために
　　　　　　　　　　　　　          先天性代謝異常検査を受けましょう

　山梨県では、生まれて間もない全ての赤ちゃんを対象に、先天性の病気を早期に発見するための検査「先天性代謝

異常等検査」を行っています。

　フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常等の赤ちゃんは、生まれたときは全く健康に見えても適切な対応をとらない

と身体障害や発達の遅れが発生したり、時には生命の危険にさらされる場合もあります。

  しかし、これらの病気は早期発見・早期治療により予防又は軽減することが期待できます。先天性代謝異常等検査

は、障害の原因となる病気を予防するために行う大切な検査なので、必ず受けましょう。

アミノ酸代謝異常症
フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、メープルシロップ尿症、アルギニノコハク酸尿症、シトルリン血症1

型

有機酸代謝異常症
プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症、複合カルボキシラーゼ欠損症、イソ吉草酸血症、ヒドロキシメチル

グルタル酸血症、メチルクロトニルグリシン尿症、グルタル酸血症1型

検査を行う疾病（20疾患）

検査方法・費用

検 査 結 果

問合せ先： 山梨県子育て支援局子育て政策課母子保健担当 ＴＥＬ： ０５５－２２３－１４２５

＊山梨県は、この検査を甲府市医師会健診・検査センターと山梨県立中央病院に委託して実施しています。

資料2；山梨県
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（様式第１号） 長野県

保護者の方へ

先天性代謝異常等検査事業のお知らせ
　先天性代謝異常症とは、食べ物に含まれる栄養素を消化・
吸収したり、不要になったものを排泄する ｢代謝 ｣を行う酵
素に生まれつき異常があるために、体内で栄養素のバランス
が乱れて、様々な臓器に障害を起こす病気です。生まれたと
きは、全く健康に見えても、適切な対応をとらないと身体障
害や発達の遅れ等の障害が発生する恐れがあります。
　しかし、これらの病気は早期に発見し、適切な治療を受け
ることで、障害の多くを未然に防ぐことができます。「先天性
代謝異常等検査事業」とは、代謝異常を早期に発見し適切な
治療を行うことで、障害の多くを予防する事業です。
　長野県では、長野県立こども病院に検査を委託し、タンデ
ムマス法等の分析法を用いて、24疾患（次頁）の検査を実施
しています。

検査について
生後４～６日頃に、医療機関（助産所）で赤ちゃんのかかとから少量の血液を検
査用ろ紙に採取し、検査機関（県立こども病院）に送付して検査します。
費用のうち、検査料は無料（公費負担）ですが、採血料等は自己負担になります。
※費用の詳細については医療機関にお尋ね下さい。

検査の結果について
検査の結果は、採血後２週間前後に出ます。
・「再採血」や「精密検査」が必要と判断された場合は、医療機関から連絡されます。
・「異常なし」と判定された場合は、１か月健診の時などに伝えられます。

検査の申し込みについて
このお知らせをよくお読みいただき、「先天性代謝異常等検査事業申込書兼同意

書／撤回書」に必要事項を記入の上、医療機関（助産所）に提出してください。

別紙2；長野県資料2；長野県
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検査の対象疾患(24疾患)

アミノ酸代謝異常症
（５疾患）

☆フェニルケトン尿症
☆メープルシロップ尿症
☆ホモシスチン尿症　　　　
☆シトルリン血症Ⅰ型
☆アルギニノコハク酸尿症　　

有機酸代謝異常症
（８疾患）

☆メチルマロン酸血症
☆プロピオン酸血症
☆イソ吉草酸血症
☆メチルクロトニルグリシン尿症
☆ヒドロキシメチルグルタル酸（ＨＭＧ）血症
☆複合カルボキシラーゼ欠損症
☆グルタル酸血症Ⅰ型
★βケトチオラーゼ欠損症

脂肪酸代謝異常症
（８疾患）

☆中鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素（ＭＣＡＤ）欠損症
☆極長鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素（ＶＬＣＡＤ）欠損症
☆三頭酵素（TFP）欠損症
☆カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ -Ⅰ（CPT1）欠損症
☆カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ -Ⅱ（CPT2）欠損症
★カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ （CACT）欠損症
★全身性カルニチン欠乏症
★グルタル酸血症Ⅱ型

糖質代謝異常症
（１疾患） ☆ガラクトース血症

内分泌疾患
（２疾患）

☆先天性甲状腺機能低下症
☆先天性副腎過形成症

※ ☆:偽陽性、偽陰性が少なく治療効果があると判定されている病気です（一次対象疾患）。
※ ★ : 現時点では、偽陽性、偽陰性の多いことが危惧され、一次対象疾患に分類されて

いない病気です (二次対象疾患 )。
※ 検査、診察の過程で、検査対象疾患以外の病気やご家族の病気が見つかる場合があります。
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病気が発見された場合の支援体制
長野県では、大切なお子様を守るため、先天性代謝異常等の病気が発見された場合、
速やかに専門的な検査、治療及び支援が受けられるように、検査機関、医療機関、
県及び市町村が連携した支援体制を整備しています。また、「長野県マス・スクリー
ニング連絡協議会」を設置し、専門家ネットワークと連携した事業体制を確保して
います。
病気が発見された、あるいは疑われた場合、その結果は、検査機関から医療機関
及び県に通知され、お住まいの地域の保健福祉事務所（保健所）へ連絡されます。
県では台帳を作成し、保健福祉事務所（保健所）から保護者の方へ連絡させてい
ただき、お子様の状況を伺いながら必要な支援を行っています。
また、市町村による支援が必要な場合は、保護者の方に確認の上、市町村と連携
した支援を行っています。
なお、個人が特定されるような個人情報は厳重に保護管理しています。

お子様
保護者

長野県マス・スクリーニング連結協議会

専門家ネットワーク

市町村医療機関
（助産所含む）

受診受診
連携連携

相談相談

支援

相談

支援

相談相談
助言・指導助言・指導

相談相談
助言・指導助言・指導

検査機関・中核医療機関
（県立こども病院等） 台帳管理

県
（健康・疾病対策課） 保健福祉事務所

（保健所）

情報共有結果報告

支援状況

検体送付検体送付
結果通知結果通知 精密検査・治療精密検査・治療

入院・出産

採血・結果通知

-42-



留意事項

長野県立こども病院からのお知らせ

問 合 せ 先

＜使用済みの血液ろ紙の取り扱いについて＞
●５年間保存し、保存期間終了後に個人が特定できない形で破棄します。
●将来もしお子様に病気が発見された場合に、振り返って原因を検索するために、
使用できる可能性があります。
●倫理審査委員会の承認を得ていることを前提に、検査法の検討及び検査技術の向
上のために使用され、その結果等を学会等で発表させていただく場合があります
が、その際には、個人情報に十分に配慮し、個人が特定できない形で行います。
●使用済みの血液ろ紙の取り扱いについては、「先天性代謝異常等検査事業申込書兼
同意書／撤回書 ｣に同意の有無を記入してください。なお、同意いただかなかった
場合でも、不利益を被ることはありません。また、同意はあとから撤回することがで
きます。
＜その他＞
●検査のためにいただいた個人情報は、本検査事業の目的以外には使用しません。
●長野県外の医療機関で出産される場合は、医療機関所在地の都道府県または政令
指定都市にお問い合わせください。

＜OTC欠損症に関する研究について＞
●長野県立こども病院（以下、こども病院）では、「タンデムマス・スクリーニングの対
象疾患にオルニチントランスカルバミラーゼ（OTC）欠損症を追加するためのパイ
ロット研究」を島根大学と協力して行っています。
●本研究の対象疾患であるOTC欠損症は、本検査事業の対象疾患ではありませんが、
本研究への参加に同意いただいた場合は、同じ血液で検査を行うことができます。
なお、検査料が追加されることや、赤ちゃんへの負担が増えることはありません。
また、研究への参加に同意いただかなかった場合でも、不利益を被ることはありません。
●検査を行った結果、病気が発見された場合は、ほかの病気と同じように速やかに
治療及び支援が受けられるようにこども病院がサポートします。
●本研究は、こども病院の倫理審査委員会の承認を得て行っています。研究の成果等
を学会等で発表させていただく場合がありますが、その際には、個人情報に十分に
配慮し、個人が特定できない形で行います。
●本研究の詳細は、こども病院ホームページに記載しています。なお、本研究に関
しては、こども病院マススクリーニング検査室（☎ 0263-73-5354）へお問い
合わせください。

（令和２年４月発行）

長野県健康福祉部
保健・疾病対策課 ☎ ０２６－２３５－７１４１

長野県ＰＲキャラクター
「アルクマ ｣©長野県アルクマ
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先天性代謝異常等検査事業申込書兼同意書／撤回書 
  年   月   日 

（あて先）長 野 県 知 事 

◎先天性代謝異常等検査事業について、「先天性代謝異常等検査事業のお知らせ」を読み、

その内容について了承しましたので、検査に同意し申し込みます。 

◎使用済みの血液ろ紙の取り扱いについて、５年間保存し、将来子どもに病気が見つかっ

た場合に振り返って原因を検索するためや、検査法の検討及び検査技術の向上のために

使用することに同意します。（□に✓を付けてください。） 

  同意します   同意しません   同意を撤回します 

◎「長野県立こども病院からのお知らせ」を読み、その内容について了承しましたので、

研究への参加に同意します。（□に✓を付けてください。） 
  同意します   同意しません   同意を撤回します 

【撤回書】 

◎同意はあとから撤回することができます。撤回される場合は、該当事項の「□同意を撤

回します」に✓を付けるとともに下記に署名の上、保健・疾病対策課宛てに御送付くだ

さい。なお、撤回された場合でも、不利益を被ることはありません。 

 

提 出 用 

保 護 者 控 用 

採血医療機関控用 

母 署 名
フ リ ガ ナ

                              

住   所 〒                            

里帰り先住所 〒                             

電 話 番 号                   （所有者：     ） 

＊連絡のとれる番号、携帯電話の場合は所有者をご記入ください 

お子様の名前
フ リ ガ ナ

                      

 ＊決まっている場合はご記入ください 

お子様の生年月日      年     月     日（ 男・女 ） 

長野県 
（様式第２号） 

問合せ先（撤回書の送付先） 
長野県健康福祉部  保健・疾病対策課 
住所 〒380-8570  長野市大字南長野字幅下 692-2 

 電話 026-235-7141 

説明医療機関（助産所）名                          

     年     月     日   署名               
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別紙 2；新潟県 資料2；新潟県
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令和元(2020)年 11 月改訂版 
 
 

 
 

 
栃木県では、生後 4～６日のすべての赤ちゃんを対象に、先天性代謝異常等検査を行っています。 

見かけは元気な赤ちゃんでも、生まれつき病気を持っていることがあります。また、病気の中には、 

早期に発見し、治療を行うことで、知能や発育等の障害を防ぐことができる病気もあります。 

先天性代謝異常等検査は、このような生まれつきの病気を症状が出る前に発見し、適切な治療を行う

ために大切な検査です。 

赤ちゃんのために、ぜひ検査をお受けください。  

 

 

  検査の対象となる病気は、以下の 20 疾患です。 

 

 

 

 

申込書は産科医療機関・助産所に用意されています。申込書に必要事項を御記入の上、出産した医

療 

機関等に提出してください。 

 

 
 

 

産科医療機関・助産所で、生後４～６日（出生日は０日と数えます。）の赤ちゃんのかかとから、ごく

少量の血液を検査ろ紙に採取し、専門の検査機関（公益財団法人栃木県保健衛生事業団）に送り、検査

を行います。 

 

 

 
検査の費用は栃木県が負担しますので無料ですが、採血に必要な費用は自己負担となります。  

病気の区分 どんな病気か 

アミノ酸代謝異常症 

（５疾患） 

アミノ酸は蛋白質をつくる原料となる栄養素です。代謝の不具合により、アミ

ノ酸が分解されず、嘔吐や知能障害を起こすことがあります。 

有機酸代謝異常症 

（７疾患） 

有機酸は蛋白質を処理するときにできる物質の総称です。有機酸が体内にたま

ることで、重度の体調不良を起こすことがあります。 

脂肪酸代謝異常症 

（5 疾患） 

脂肪酸は、脂肪の成分であり、人間ではエネルギーの貯蔵庫として重要な役割

を持っています。脂肪酸の利用がうまくいかないことで、空腹時などに重度の

体調不良を起こすことがあります。 

糖代謝異常症 

（１疾患） 

母乳やミルクに含まれるガラクトースをうまく処理できないために、発達の遅

れや白内障などを起こすことがあります。 

内分泌代謝異常症 

（２疾患） 

副腎皮質ホルモンや甲状腺ホルモンが不足するために、発育の遅れなどを起こ

すことがあります。 

２ 検査の申し込み方法 

１ 検査の対象となる病気 

３ 検査の方法 

 

４ 検査費用 

 

別紙 3：栃木県 資料3；栃木県

-46-



 

 

 

検査結果は、約２週間で判明し、異常がない場合は 1 か月健診などで産科医療機関・助産所から 

お知らせいたします。 

再検査や精密検査が必要な場合は、結果が判明次第、産科医療機関・助産所を通じて御連絡 

いたします。 

 なお、緊急に対応を要する場合は、検査機関から直接御連絡する場合がございますので、御承知お

きください。 

 

 

 

  
医療費の助成制度（小児慢性特定疾病医療費助成制度）がありますので、主治医に御相談ください。 

 

 

 

(1) 検査対象の病気は、治療法があり、適切な治療を受けることによって、多くの赤ちゃんは健康に発

育しますが、この検査では、お子さんが生まれてすぐに発症した場合は、検査が間に合わない場合

があります。また、まれに対象疾患以外の疾患がみつかることや、母親の疾患がみつかることがあ

ります。 

 

(2) 新生児マススクリーニング事業は県が実施主体となって行っている事業です。県では、精密検査

や治療が必要となった赤ちゃんが速やかに検査等を受けられるよう、産科医療機関、精密検査医療

機関、専門のコンサルタント医師、保健師が連携を図り支援に努めています。要精密検査となった

場合は、検査結果をお住まいの市町や県健康福祉センターへ情報提供させていただきます。 

 

(3) 県では、新生児マススクリーニングで要精密検査となった赤ちゃんの追跡調査を行ないます。精

密検査病院の協力によって、本当に病気が確認されたか、そうであれば早期発見によって健康に育

っているか、などを調べます。この調査を続けることで、新生児マススクリーニングをよりよいも

のにしていくことが可能となります。 

 

(4) 残った検体は 2年間保存し、スクリーニング検査の改善や、母子保健・疾病予防の向上などのた

めに利用させていただく可能性があります。具体的には、個々の利用目的ごとに、医学倫理や個人

情報保護等に関する法令に従って可否が決定され、実施に際しては拒否の機会が適切に提供されま

す。２年間保存させていただいた後は、個人情報が特定できない形で廃棄させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再 検 査 
最初の検査で、確実に正常と判断できない場合に、念のためもう一度行う検査です。 

出産した医療機関・助産所でもう一度採血して検査を受けましょう。 

精密検査 

病気の疑いがある場合に、病気かどうかを正確に診断するために行う検査ですが、精密検

査の対象になった赤ちゃんが、全て病気であると診断されるわけではありません。 

産科医療機関等とよく御相談の上、速やかに専門の医療機関で検査を受けましょう。 

５ 検査結果について 

６ 病気と診断されたら 

７ 検査を申し込むにあたって御理解いただきたいこと 
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● 先天性代謝異常等検査に関するお問合せ先 

  栃木県保健福祉部こども政策課母子保健担当    電話番号 028-623-3064 

● 相談窓口  

保健師が随時相談をお受けしておりますので、御心配なことがありましたら御相談ください。 

 

窓     口 管 轄 市 町 電話番号 

宇都宮市子ども家庭課 宇都宮市 028-632-2388 

県西健康福祉センター 鹿沼市・日光市 0289-62-6224 

県東健康福祉センター 真岡市・芳賀町・市貝町・茂木町・益子町 0285-82-2138 

県南健康福祉センター 
小山市・栃木市・下野市・上三川町・壬生

町・野木町 
0285-22-0488 

県北健康福祉センター 

大田原市・那須塩原市・那須烏山市・さく

ら市・矢板市・高根沢町・塩谷町・那珂川

町・那須町 

0287-22-2259 

安足健康福祉センター 足利市・佐野市 0284-41-5895 
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◆申し込みにあたってご理解頂きたいこと

　　・保護者の方の同意を得た上で、他の病気の検査に使用されることがあります。

　　・まれに、お母さんやお父さんの隠れた病気を見つけてしまうことがあります。

　　・精密検査が必要となった場合、県内の専門医療機関をご紹介いたします。

　　　また、受診にあたっての相談支援のため、お住まいの保健所へ連絡をさせて頂きます。

　　　　　　　赤ちゃんの健康のために
　　　　　　　　　　　　　          先天性代謝異常検査を受けましょう

　山梨県では、生まれて間もない全ての赤ちゃんを対象に、先天性の病気を早期に発見するための検査「先天性代謝

異常等検査」を県の事業として行っています。

　フェニルケトン尿症などの先天性代謝異常等の赤ちゃんは、生まれたときは全く健康に見えても適切な対応をとらない

と身体障害や発達の遅れが発生したり、時には生命の危険にさらされる場合もあります。

  しかし、これらの病気は早期発見・早期治療により予防又は軽減することが期待できます。先天性代謝異常等検査

は、障害の原因となる病気を予防するために行う大切な検査なので、必ず受けましょう。

アミノ酸代謝異常症
フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、メープルシロップ尿症、アルギニノコハク酸尿症、シトルリン血症1

型

有機酸代謝異常症
プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症、複合カルボキシラーゼ欠損症、イソ吉草酸血症、ヒドロキシメチル

グルタル酸血症、メチルクロトニルグリシン尿症、グルタル酸血症1型

山梨県

脂肪酸代謝異常症

中鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素(MCAD)欠損症、極長鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素(VLCAD)欠損症、三頭酵素

(TFP)/長鎖3-ヒドロキシアシルＣｏＡ脱水素酵素(LCHAD)欠損症、カルニチンパルミトイルトランスフェラー

ゼ1(CPT1)欠損症、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ2(CPT2)欠損症

糖代謝異常症 ガラクトース血症

内分泌代謝異常症 先天性副腎過形成症、先天性甲状腺機能低下症

　出産した医療機関等で日齢４～６日目（生まれた日は0日と数えます）の赤ちゃんのかかとから少量の血液をとって検

査機関へ送付し検査します。申込書に必要事項をご記入の上、出産する医療機関へ提出して下さい。

　検査料は山梨県が負担しますが、採血料は自己負担となります。

　検査後約2週間で結果が判明し、採血した医療機関を通じてお知らせします。

　再検査や精密検査が必要となった場合には、採血した医療機関から連絡がありますので、

　必ず早急に受けましょう。

　また、精密検査の声かけや、結果の確認などお住まいの保健所からも連絡をさせて頂きますので、

　申込書の連絡先は必ずご記入下さい。

　　・この検査では、まれに疾病を発見できない場合や、お子様が生まれてすぐに発症した際には、

　　　検査が間に合わないことがあります。

　　以上のことに同意いただける場合は、
　　　　別紙「先天性代謝異常等検査申込書」に必要事項を記入の上、
　　　　出産した医療機関へ提出して下さい。

　　・新生児マススクリーニングをよりよいものにしていくため、精密検査となった赤ちゃんの追跡調査を行ないます。

　　　精密検査病院の協力を得て、病気が確認されたか、健康に育っているか、などを調べます。

　　・検査のために頂いた個人情報は、本検査の目的以外には使用しません。残った検体は1年間各検査機関にて

　　　保存し、検査の質の改善や、母子保健・疾病予防の向上などのために利用させていただく可能性があります。

　　　なお、個々の利用目的ごとに、医学倫理や個人情報保護等に関する法令に従って可否が決定されます。

検査を行う疾病（20疾患）

検査方法・費用

検 査 結 果

問合せ先： 山梨県子育て支援局子育て政策課母子保健担当 ＴＥＬ： ０５５－２２３－１４２５

＊山梨県は、この検査を甲府市医師会健診・検査センターと山梨県立中央病院に委託して実施しています。

別紙3；山梨県資料3；山梨県
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先天性代謝異常症とは、食べ物に含まれる栄養素を消化・

吸収したり、不要になったものを排泄する「代謝」を行う酵

素に生まれつき異常があるために、体内で栄養素のバランス

が乱れて、様々な臓器に障害を起こす病気です。生まれたと

きは、全く健康に見えても、適切な対応をとらないと身体障

害や発達の遅れ等の障害が発生する恐れがあります。 

しかし、これらの病気は早期に発見し、適切な治療を受け

ることで、障害の多くを未然に防ぐことができます。「先天性

代謝異常等検査事業」とは、代謝異常を早期に発見し適切な

治療を行うことで、障害の多くを予防する事業です。 

長野県では、長野県立こども病院に検査を委託し、タンデ

ムマス法等の分析法を用いて、24 疾患（次頁）の検査を実

施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

（様式第１号） 

 

生後４～６日頃に、医療機関（助産所）で赤ちゃんのかかとから少量の血液を検査

用ろ紙に採取し、検査機関（県立こども病院）に送付して検査します。 

費用のうち、検査料は無料（公費負担）ですが、採血料等は自己負担になります。 

※費用の詳細については、医療機関にお尋ね下さい。 

 

 

検査の結果は、採血後２週間前後に出ます。 

・「再採血」や「精密検査」が必要と判断された場合は、医療機関から連絡されます。 

・「異常なし」と判定された場合は、１か月健診の時などに伝えられます。 

長野県 

 

このお知らせをよくお読みいただき、「先天性代謝異常等検査事業申込書兼同意書／撤回書」

に必要事項を記入の上、医療機関（助産所）に提出してください。 

 
 
 

 
イラスト 

保護者の方へ 

先天性代謝異常等検査事業のお知らせ 

検査について 

検査の結果について 

検査の申し込みについて 

資料3；長野県
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※ ☆：偽陽性、偽陰性が少なく治療効果があると判定されている病気です（一次対象疾患）。 

※ ★：現時点では、偽陽性、偽陰性の多いことが危惧され、一次対象疾患に分類されていない病気です（二次対象疾患）。 

※ 検査、診察の過程で、検査対象疾患以外の病気やご家族の病気が見つかる場合があります。 

 

アミノ酸代謝異常症 

（５疾患） 

☆フェニルケトン尿症 

☆メープルシロップ尿症 

☆ホモシスチン尿症     

☆シトルリン血症Ⅰ型 

☆アルギニノコハク酸尿症   

有機酸代謝異常症 

（８疾患） 

☆メチルマロン酸血症 

☆プロピオン酸血症 

☆イソ吉草酸血症 

☆メチルクロトニルグリシン尿症 

☆ヒドロキシメチルグルタル酸（ＨＭＧ）血症 

☆複合カルボキシラーゼ欠損症 

☆グルタル酸血症Ⅰ型 

★βケトチオラーゼ欠損症 

脂肪酸代謝異常症 

（８疾患） 

☆中鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素（ＭＣＡＤ）欠損症 

☆極長鎖アシルＣｏＡ脱水素酵素（ＶＬＣＡＤ）欠損症 

☆三頭酵素（TFP）欠損症 

☆カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ（CPT1）欠損症 

☆カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅱ（CPT2）欠損症  

★カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ（CACT）欠損症 

★全身性カルニチン欠乏症 

★グルタル酸血症Ⅱ型 

糖質代謝異常症 

（１疾患） 
☆ガラクトース血症 

内分泌疾患 

（２疾患） 

☆先天性甲状腺機能低下症 

☆先天性副腎過形成症 

検査の対象疾患（24 疾患） 
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長野県では、大切なお子様を守るため、先天性代謝異常等の病気が発見された場合、

速やかに専門的な検査、治療及び支援が受けられるように、検査機関、医療機関、県及 

び市町村が連携した支援体制を整備しています。また、「長野県マス・スクリーニング連

絡協議会」を設置し、専門家ネットワークと連携した事業体制を確保しています。 

病気が発見された、あるいは疑われた場合、その結果は、検査機関から医療機関及び

県に通知され、お住まいの地域の保健福祉事務所（保健所）へ連絡されます。 

県は台帳を作成し、保健福祉事務所（保健所）から保護者の方へ連絡させていただき、

お子様の状況を伺いながら必要な支援を行うとともに、必要に応じて、保護者の方の同

意を得た上で、市町村と連携した支援を行っています。 

また、長野県では検査機関の協力を得てこれらのお子様の追跡調査等を行っており、

こうした仕組みによって先天性代謝異常等検査（先天性マス・スクリーニング）をより

よいものにするよう取り組んでいます。 

なお、個人が特定されるような個人情報は厳重に保護管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気が発見された場合の支援体制 

お子様 

保護者 
市町村 

連携 

保健福祉事務所 

（保健所） 

県 

（保健・疾病対策課） 

台帳管理 

医療機関 

（助産所含む） 

検査機関・中核医療機関 

（県立こども病院等） 

専門家ネットワーク 

検体送付 

結果通知 

受診 

精密検査・治療 

相談 

支援 

 

相談 

支援 

 

情報共有 

入院・出産 

採血・結果通知 

 

長野県マス・スクリーニング連絡協議会 

相談 

助言・指導 

 

結果報告 

支援状況 

相談 

助言・指導 
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＜OTC欠損症に関する研究について＞ 

●長野県立こども病院（以下、こども病院）では、「タンデムマス・スクリーニングの対象 

疾患にオルニチントランスカルバミラーゼ（OTC）欠損症を追加するためのパイロット 

研究」を島根大学と協力して行っています。 

●本研究の対象疾患である OTC 欠損症は、本検査事業の対象疾患ではありませんが、本研究への参

加に同意いただいた場合は、同じ血液で検査を行うことができます。なお、検査料が追加される

ことや、赤ちゃんへの負担が増えることはありません。また、研究への参加に同意いただかなか

った場合でも、不利益を被ることはありません。 

●検査を行った結果、病気が発見された場合は、ほかの病気と同じように速やかに治療及び 

 支援が受けられるようにこども病院がサポートします。 

●本研究は、こども病院の倫理審査委員会の承認を得て行っています。研究の成果等を学会等で発

表させていただく場合がありますが、その際には、個人情報に十分に配慮し、個人が特定できな

い形で行います。 

●本研究の詳細は、こども病院ホームページに記載しています。なお、本研究に関しては、 

こども病院マススクリーニング検査室（☎0263-73-5354）へお問い合わせください。 

 

＜使用済みの血液ろ紙及び検査結果の取り扱いについて＞ 

●使用済みの血液ろ紙は５年間保存し、保存期間終了後に個人が特定できない形で破棄します。 

将来もしお子様に病気が発見された場合に、振り返って原因を検索するために、使用できる 

可能性があります。 

●使用済みの血液ろ紙及び検査結果は、検査法の検討及び検査技術の向上のために研究機関等が 

使用し、研究の成果等を学会等で発表する場合があります。具体的には、個々の使用 

目的ごとに、医学倫理や個人情報保護に関する法令に従って各研究機関の倫理委員会等により 

承認され、個人情報に十分に配慮し、個人が特定できない形で取り扱われます。 

実施に際しては拒否の機会が保障されます。 

●以上の取り扱いについては、「先天性代謝異常等検査事業申込書兼同意書／撤回書」 

に同意の有無を記入してください。なお、同意いただかなかった場合でも、不利益を被ること

はありません。また、同意はあとから撤回することができます。 

＜その他＞ 

●検査のためにいただいた個人情報は、本検査事業の目的以外には使用しません。 

●長野県外の医療機関で出産される場合は、医療機関所在地の都道府県または政令指定都市に 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（令和３年４月発行） 

長野県健康福祉部 

保健・疾病対策課 

長野県立こども病院からのお知らせ 

留 意 事 項 

☎ ０２６－２３５－７１４１ 

問 合 せ 先 
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SCID  
  
  

SCID  
Severe combined immunodeficiency; SCID) 	
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. ) 	
会議についてのアンケート

マススクリーニング学会 20
小児内分泌学会 18

先天代謝異常学会 25
日本医用マススペクトル学会 1

上記のいずれでもない 2
意義があると思う 28
目新しくなかった 1

その他 0
今後も続けるべきだ 27

回数を減らして開催(2,3年に1回) 1
やめてもよい 0

その他(改善すべきことなど) 0
今回の規模で良い(120～150) 21

もう少し拡大(200名位まで) 4
その他 3

現在のままで良い(午後のみ) 23

丸1日(午前午後) 0

その他 5

現状で良い(これまでは2月) 26

その他 2

中核医師(小児科) 27
中核医師以外の医師(小児科,産科,内科等) 16

自治体担当者(保健師を含む) 21
産科医(医師,助産師) 14

検査関係者 17
その他 3

おおむね現状のままで良い 27

この他に設定すべきセッション(提案) 3

現時点では特に思いつかない 15

次回取り上げてほしいテーマ 9

・新しい新生児マススクリーニングに対する各学会での取り組み・フォロー
　アップ体制の構築
・発見率と小児慢性疾患データによる確定診断との乖離について
・標準とするご家族に説明するパンフレット(各自治体で改編化)を作って
　おいてほしい
・スクリーニング陽性者の転機・最終診断について、全国規模のデータが
　知りたい
・拡大スクリーニング導入の実際
・新たなスクリーニング（ライソゾーム病、SCIDなど）の実施状況
・オプショナルスクリーニングの普及によって直面する現場の新たな問題と
　その対応について
・特に新規疾患を対象にしたNBS研究のレジストリや長期フォローアップの
　ためのデーターベースの必要性
・全国の医師が集まる利点は、各自治体には1名2名しかいない稀少疾患を
　集計できることだと思う。TMSでよく発見されるよう になった軽症
　プロピオン酸血症などスクリーニング導入で発見されるようになった
　新規疾患について、全体的に他府県でどういう神経学的予後をたどって
　いるのか、代謝不全発症の有無はどうなのか、そのような報告を聞くことが
　できればとてもありがたい。全国調査の結果がどうなのか論文などで
　フォローできておらず申し訳ないが、そういう結果をこのような会議の場で
　知ることができれば診療に役立てられると思う。

参加した中核医師、小児科医、産科医、その他医師の回答　N=28

・日本小児神経学会他

・WEB開催とオンデマンド
・hybridにして、次期中核医師候補にも参画してもらう
・WEB会議であればもう少し対象者を増やせるのでは？

取り上げてほしい
テーマ

質問 その他意見

入会しておられる
学会

会議について

今後の会議

回答（N=28）

会議の規模

時間帯

開催時期

参加者の範囲
(チェック複数可)

会議の内容

・現地参加の場合は土日希望
・土日祝日
・午後遅めで1～2時間
・リモートなら午後のみ、対面なら午前午後
・平日は診療があるため遅めの時間、あるいは土曜など希望
・WEBであれば現状でよいが、集合の場合は感染症のリスクが少ない時期だと
　嬉しい
・前年度のデータがまとまる秋ころ
・自治体の連絡協議会メンバー(産婦人科医を含む)
・中核医師以外の免疫や神経の医師
・患者家族会の代表者、時間を決めて参加など

・新しいトピックや今後のフォローアップ体制に興味がある
・産科における実施体制
・自治体側からの情報発信が得られたら良いと思う
・今回のような中枢性甲状腺機能低下症・ライソゾーム・SCIDの拡大状況
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. ) 	
会議についてのアンケート
参加した自治体担当者、保健師、検査関係者の回答　N=22

行政 13
保健師 9

検査担当者 5
その他 0

意義があると思う 21
あまり意義を感じない 0

その他 1
今後も続けるべきだ 21

回数を減らして開催(2,3年に1回) 0
やめてもよい 0

その他(改善すべきことなど) 1
今回の規模で良い(120～150) 20
もう少し拡大(200名位まで) 1

その他 0
現在のままで良い(午後のみ) 21

丸1日(午前午後) 0
その他 0

現状で良い(これまでは2月) 18

その他 4

中核医師(小児科) 20
中核医師以外の医師(小児科,産科,内科等) 14

自治体担当者(保健師を含む) 21
産科医(医師,助産師) 11

検査関係者 19
その他 1

おおむね現状のままで良い 20
この他に設定すべきセッション(提案) 1

現時点では特に思いつかない 18

次回取り上げてほしいテーマ 3

参加者の範囲
(チェック複数可)

会議の内容

取り上げてほしい
テーマ

質問

役職

会議について

今後の会議

その他意見回答（N=21）

会議の規模

時間帯

開催時期

・内容によっては専門的すぎて行政向けでない項目もあった

・専門用語の使用を控え、幅広い参加者が分かりやすくしていただけると
　ありがたい

・1月ごろに実施
・案内を早めにいただければ、いつでもいい
・8～10月頃（2月は議と重なる事が多いため）
・人事異動を考慮し、5月～6月頃の開催を希望
・国の担当者及び予算担当者

・各自治体の連絡協議会の現状の情報交換
　（どのような内容を実施しているか、構成メンバー、課題等）

・拡大スクリーニングに対して国、自治体の今後の対応・方針・要望書などが
　提出された場合の流れ等
・患者追跡調査（短期予後・長期）について
・将来追加が予想される疾患等、新規対象疾患に関する情報について
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